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付 議 事 件

報告第１０号 広陵町ごみ減量等推進審議会条例の一部を改正

する条例の専決処分の報告について 〔 １ 頁〕

報告第１１号 令和３年度広陵町財政健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 〔 ７ 頁〕

報告第１２号 令和４年度広陵町一般会計補正予算（第４号）

の専決処分の報告について 〔１１頁〕

報告第１３号 令和３年度広陵町水道事業会計継続費の精算

報告について 〔３３頁〕

議案第６１号 教育長の任命につき同意を求めることについて

〔３７頁〕

議案第６２号 教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて 〔３９頁〕

議案第６３号 広陵町災害対策本部条例の一部を改正すること

について 〔４１頁〕

議案第６４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

することについて 〔４５頁〕

議案第６５号 広陵町税条例等の一部を改正することについて

〔５３頁〕

議案第６６号 広陵町立学校設置条例の一部を改正すること

について 〔６１頁〕

議案第６７号 広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例

の一部を改正することについて 〔６５頁〕

議案第６８号 令和４年度広陵町一般会計補正予算（第７号）

〔７３頁〕

議案第６９号 令和４年度広陵町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 〔１０１頁〕

議案第７０号 令和４年度広陵町水道事業会計補正予算

（第２号） 〔１２３頁〕



議案第７１号 令和４年度広陵町下水道事業会計補正予算

（第１号） 〔１２７頁〕

〔議案第７２号から議案第７９号までは、別冊令和３年度決算書〕

議案第７２号 令和３年度広陵町一般会計歳入歳出決算の認定

について

議案第７３号 令和３年度広陵町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について

議案第７４号 令和３年度広陵町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について

議案第７５号 令和３年度広陵町介護保険特別会計歳入歳出

決算の認定について

議案第７６号 令和３年度広陵町墓地事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

議案第７７号 令和３年度広陵町学校給食特別会計歳入歳出

決算の認定について

議案第７８号 令和３年度広陵町水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について

議案第７９号 令和３年度広陵町下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について
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報 告 第 １ ０ 号

広 陵 町 ご み 減 量 等 推 進 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 報 告 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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専 決 処 分 書

広 陵 町 ご み 減 量 等 推 進 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ４ 年 ７ 月 ４ 日 専 決

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町ごみ減量等推進審議会条例の一部を改正する条例

広陵町ごみ減量等推進審議会条例（平成１２年９月広陵町条例第

３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第５条の５」を「第５条の７」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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報 告 第 １ １ 号

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 財 政 健 全 化 判 断 比 率 及 び 資 金

不 足 比 率 の 報 告 に つ い て

地 方 公 共 団 体 の 財 政 の 健 全 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ９ 年 法

律第９４号）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により 、

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 財 政 健 全 化 判 断 比 率 及 び 資 金 不 足 比 率 を 別

紙 監 査 委 員 の 意 見 を 付 け て 報 告 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町財政健全化判断比率（令和３年度）

（％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

広陵町の数値 8.1 29.0

法に定める 13.66 18.66 25.0 350.0
早期健全化基準

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、いずれも黒字で健全であるため「－」表記

しています。

〔参考〕

○早期健全化団体・財政再生団体の基準 （％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

早期健全化団体 11.25～15.0 16.25～20.0 25.0 350.0

財政再生団体 20.0 30.0 35.0

「早期健全化団体」になると

財政健全化計画の策定と外部監査を求めなければならない。また、総務大臣による必要な

勧告を受けることとなる。

「財政再生団体」になると

財政再生計画の策定と外部監査、総務大臣の勧告に加え、起債発行の制限や収支不足額

を振り替えるための再生振替特例債が許可される。
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広陵町資金不足比率（令和３年度）

（％）

法に定める

会 計 の 名 称 資 金 不 足 比 率 経営健全化基準

水 道 事 業 会 計 20.0

下水道事業会計 20.0

（注）資金不足比率は、いずれも資金不足がないため「－」表記しています。
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報 告 第 １ ２ 号

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）

の 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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専 決 処 分 書

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） を 地 方 自 治

法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日 専 決

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） は 、 次 に 定

め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ４

８ ， ８ ３ ４ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ １ ３ ， ６ ３ ９ ， ６ ４ ６ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 第 １ 表 歳 入

歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日 専 決

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

１　　特   別   職

（単位  千円）

区　　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備考
（人）

9,281 9,224 43,681 4,718 48,399

報　　酬 給　料 期末手当 その他 計

25,176

68,530 15,688 84,218

その他 756 28,961 4,410

議　員 14 50,112 18,418

33,371 33,371

計 773 79,073 25,176 27,699 13,634 145,582 20,406 165,988

補
正
前

長　等 3 25,176 9,281

補
正
後

長　等 3

9,224 43,681 4,718 48,399

議　員 14 50,112 18,418 68,530 15,688 84,218

その他 756 28,961 4,410 33,371 33,371

計 773 79,073 25,176 27,699 13,634 145,582 20,406 165,988

比
較

長　等

議　員

その他

２　　一   般   職

（１）総　括 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

計

補　正　後 537 363,470 883,636 682,942 1,930,048 302,504 2,232,552

補　正　前 537 363,470 883,636 682,842 1,929,948 302,504 2,232,452

比　　　較 100 100 100

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 前 18,540 56,105 235,602 136,940 26,940

補 正 後 18,540 56,105 235,602 136,940 26,940

補 正 後 22,289 14,321 36 172,169

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

比    較 100

補 正 前 22,189 14,321 36 172,169
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

244,843 1,676,354

（単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　前 258 824,210 607,201 1,431,411 244,843 1,676,254

補　正　後 258 824,210 607,301 1,431,511

比　　　較 100 100 100

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 前 18,540 52,536 177,043 136,940 26,940

補 正 後 18,540 52,536 177,043 136,940 26,940

補 正 後 20,513 13,207 36 161,546

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

比    較 100

補 正 前 20,413 13,207 36 161,546

　イ　会計年度任用職員 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 279 363,470 59,426 75,641 498,537 57,661 556,198

補　正　前 279 363,470 59,426 75,641 498,537 57,661 556,198

比　　　較

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 後 3,569 58,559

補 正 前 3,569 58,559

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

補 正 前 1,776 1,114 10,623

補 正 後 1,776 1,114 10,623

比    較
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位  千円）

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説          明 備       考

報　　酬

制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分

給　　料

給与改定に
伴う増減分

その他の
増減分

その他の
増減分

100
住民税非課税世帯等臨時特別給付金
事業対応による増

（３）給料及び職員手当の状況

職員手当 100

給与改定に
伴う増減分

ア　職員一人当たり給与

　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　
一般事務
・技術職

技能労務職 特定任期付職員

令和４年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 280,200 264,300 －

平　均　年　齢　　（歳）

平 均 給 与 月 額 （円） 323,279 297,258 －

平　均　年　齢　　（歳） 39 59 －

高　　　校　　　卒 150,600 150,600

短　　　学　　　卒 163,100 163,100

39 58 －

イ　初任給
（円）

区　　　　　　　　分 一　般　事　務　・　技　術　職
国　　　の　　　制　　　度

一　　　　　般　　　　　職

令和３年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 280,019 262,200 －

平 均 給 与 月 額 （円） 323,306 278,932 －

大　　　学　　　卒 182,200 182,200
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

１級 合計

ウ　級別職員数

区             分
一     般　　事　　務　　・　　技　　術　　職

級 ７級 ６級 ５級

令和４年４月１日現在
職員数（人） 7 24 24 38

４級 ３級 ２級

60 48 54 255

構成比（％） 2.7 9.4 9.4 14.9

24 53 53 60 247

23.6 18.8 21.2 100

合計

21.5 24.3 100

区             分
技　　　　　能　　　　　労　　　　　務　　　　　職

級 ４級 ３級 ２級

構成比（％） 2.4 10.1 10.5 9.7 21.5
令和３年４月１日現在

職員数（人） 6 25 26

令和４年４月１日現在
職員数（人） 2

１級

2

構成比（％） 100

2

100

合計

100

区             分
特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

級 ５号 ４号 ３号

構成比（％） 100
令和３年４月１日現在

職員数（人） 2

令和４年４月１日現在
職員数（人）

２号 １号

構成比（％）

７　　　　　級 理事及び部長の職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹の職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任
教諭及び上席主任保育士の職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

構成比（％）
令和３年４月１日現在

職員数（人）

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士の職務

３　　　　　級 主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（特定任期付職員　　号別の標準的な職務内容）

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

７　　　　　級 理事及び部長に相当する職務

３　　　　　級 相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１　　　　　級 定型的な業務を行う職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹に相当する職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任
教諭及び上席主任保育士に相当する職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士に相当する職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

５　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務で重要なものに従事する場合

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する
場合

４　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務に従事する場合

３　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務
に従事する場合

２　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従
事する場合
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エ　昇給

カ　定年退職に係る退職手当

キ　地域手当

区     　　　　　　　分 合　　　　計
代 表 的 な 職 種

一般職 技能労務職

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 258 256 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 223 221 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 86.4 86.3 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 1 1

２号給（人） 20 18 2

５号給以上（人）

28 28

４号給（人） 174 174

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 258 256 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 223 221 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 86.4 86.3 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 1 1

２号給（人） 20 18 2

５号給（人）

28 28

４号給（人） 174 174

補 正 後 2.15 2.15 4.3 有

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

（月　分）
職制上の段階、職務の級
等による加算措置

備　考
６月(月分) １２月(月分)

国の制度 2.15 2.15 4.3 有

補 正 前 2.15 2.15 4.3 有

支 給 率 24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

区　　分
20年勤続の
者（月分）

25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

最高限度
（月分）

備考
その他の加算
措置等

支 給 率 （ ％ ） 6 20

支 給 対 象 職 員 数 （人） 257 1

区　　　　　　　　　　　　分 全職員

支 給 対 象 地 域 町内全域 東京都の特別区の区域

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

国の指定基準に基づく支給率
（ ％ ）

6 20
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ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

給料総額に対する比率（％） 0.002 0.002 －

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )
( 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 現 在 )

1.163 1.163 －

区　　　　分 全　　職　　種
代　表　的　な　職　種

一般職 技能労務職

住　　　居　　　手　　　当 同

通　　　勤　　　手　　　当 同

代表的な特殊勤務手当の名称
防疫作業従事手当
行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当
犬、猫等死体処理従事手当

区　　　　　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 　異 　の 　内 　容

扶　　　養　　　手　　　当 同
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報 告 第 １ ３ 号

令和３年度広陵町水道事業会計継続費の精算報告

に つ い て

令 和 ３ 年 度 を も っ て 継 続 年 度 が 終 了 し た 広 陵 町 馬 見 南 配 水

本 管 布 設 替 耐 震 設 計 ・ 施 工 業 務 に つ い て 、 地 方 公 営 企 業 法 施

行 令 （ 昭 和 ２ ７ 年 政 令 第 ４ ０ ３ 号 ） 第 １ ８ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 別 紙 の と お り 報 告 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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国　庫
補助金

1 資本的 1 建設改
  支出 　良費 令和２年度 225,000,000 － 55,000,000 170,000,000

令和３年度 83,000,000 － 20,250,000 62,750,000

計 308,000,000 － 75,250,000 232,750,000

広陵町馬見
南配水本管
布設替耐震
設計・施工
業務

令和３年度広陵町水道事業会計継続費精算報告書

款 項 事業名
企業債

全　体　計　画

年度 年割額

左の財源内訳

当年度損益勘
定留保資金
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（単位：円）

年割額と
  支払義務 国　庫 支払義務 国　庫
　発生額 補助金 発生額の差 補助金

200,415,600 － 44,825,000 155,590,600 24,584,400 － 10,175,000 14,409,400

79,730,200 － 17,677,000 62,053,200 3,269,800 － 2,573,000 696,800

280,145,800 － 62,502,000 217,643,800 27,854,200 － 12,748,000 15,106,200

令和３年度広陵町水道事業会計継続費精算報告書

左の財源内訳

企業債
当年度損益勘
定留保資金

比　　　較実　　　績
左の財源内訳

企業債
当年度損益勘
定留保資金



- 36 -



- 37 -

議 案 第 ６１ 号

教育長の任命につき同意を求めることについて

次の者を教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第

１項の規定により、議会の同意を求める。

令和４年９月６日提出

広陵町長 山 村 吉 由

住 所 奈良県北葛城郡広陵町大字大野４１６番地３

氏 名 植村 佳央
うえ むら よし ひさ

生年月日 昭和３１年１２月２０日

任 期 ３年

令和４年１０月１日から令和７年９月３０日まで
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議 案 第 ６２ 号

教育委員会の委員の任命につき同意を求めること

について

次 の 者 を 教 育 委 員 会 の 委 員 に 任 命 し た い の で 、 地 方 教 育 行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和４年９月６日提出

広陵町長 山 村 吉 由

住 所 奈良県北葛城郡広陵町馬見南

氏 名 臼井 有香
うす い ゆ か

生年月日 昭和４９年７月１０日

任 期 ４年

令和４年１０月１日から令和８年９月３０日まで
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議 案 第 ６ ３ 号

広 陵 町 災 害 対 策 本 部 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と

に つ い て

広 陵 町 災 害 対 策 本 部 条 例 （ 昭 和 ３ ８ 年 ５ 月 広 陵 町 条 例 第

１ ０ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町災害対策本部条例の一部を改正する条例

広陵町災害対策本部条例（昭和３８年５月広陵町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。

第３条の見出しを「（部）」に改め、同条第１項及び第２項中

「班」を「部」に改め、同条第３項中「班に班長を置き」を「部に

部長を置き、」に改め、同条第４項中「班長」を「部長」に、「班」

を「部」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ６ ４ 号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

こ と に つ い て

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例

第 １ ５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月広陵町条例第１５

号）の一部を次のように改正する。

第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常

勤職員であって、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア

（ア）中「第２条の４」を「当該子の出生の日から第３条の２に規

定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の

末日から６月を経過する日、第２条の４」に、「、２歳」を「当該

子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」

という。）（当該子について当該非常勤職員が第２条の３

第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日。以下この号において同じ。）におい

て育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に

掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該

任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、

当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日

の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとするもの

第２条第４号ウを削る。
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第２条の３第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳

到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当し

てする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地

方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に

掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とす

る育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、」

を「養育する非常勤職員が、」に、「とき」を「場合（当該子につ

いてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であっ

て第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場

合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては

ウに掲げる場合に該当する場合）」に改め、同号イを同号ウとし、

同号ア中「当該非常勤職員がする」を「当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする」に、「当該配偶者がする」を「当該配偶

者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」に

改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合

に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされ
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た日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこ

れに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあ

っては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合

第２条の３第３号ウの次に次のように加える。

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日

（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの

号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇月

到達日の翌日（当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条

の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、」を

「養育する非常勤職員が、」に、「各号」を「各号に掲げる場合」

に、「とき」を「場合（当該子についてこの条の規定に該当して育

児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当する

ときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、町長が定め

る特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場

合）」に改め、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同条に

第１号として次の１号を加える。
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(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非

常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該

地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の４に次の１号を加える。

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達

日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたこ

とがない場合

第２条の５を削る。

第３条第５号を削り、同条第６号を同条第５号とし、同条第７号

を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定めて採

用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」

に、「当該育児休業に係る子について、当該任期が」を「当該任期

を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、

「、当該任期」を「、当該育児休業に係る子について、当該更新前

の任期」に、「当該引き続き採用される日」を「当該採用の日」に

改め、同号を同条第７号とする。

第３条の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基

準として条例で定める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める

期間を基準として条例で定める期間は、５７日間とする。

第１０条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画

書」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。
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（経過措置）

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対

するこの条例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）

及び第１０条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、なお従前の例による。
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議 案 第 ６ ５ 号

広 陵 町 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 税 条 例 （ 昭 和 ３ ０ 年 ４ 月 広 陵 町 条 例 第 １ ０ 号 ） 等 の

一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町税条例等の一部を改正する条例

（広陵町税条例の一部改正）

第１条 広陵町税条例（昭和３０年４月広陵町条例第１０号）の一

部を次のように改正する。

第１８条の４第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に

規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付

を含む。）」を加え、同条第２項中「交付手数料」を「交付に係

る手数料」に改める。

第３３条第４項を次のように改める。

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に

規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事

項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定

配当等に係る所得の金額については、適用しない。

第３３条第６項を次のように改める。

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に

規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明

細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、

適用しない。

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等

譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中

「申告書に係る年度分の個人の県民税」を「確定申告書に係る年

の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改める。

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３

号の４に規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の
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法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を一

にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに

限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２

項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改

める。

第３６条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」

に改め、同条第３項中「附記し」を「付記し」に改める。

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族

等申告書」に改め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第

３１３条第３項に規定する青色事業専従者に該当するもので

同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規

定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１

３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）

の氏名

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族

等申告書」に改め、同条第１項中「あつて、」の次に「特定配偶

者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下である

ものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第

５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」

を、「控除対象扶養親族」の次に「であつて退職手当等に係る所

得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を

第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

(2) 特定配偶者の氏名
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第５３条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項た

だし書」に改める。

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年

度」に、「令和３年」を「令和７年」に改める。

附則第１６条の３第２項を次のように改める。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定

する特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場

株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、町

民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場

株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用

を受けた場合に限り適用する。

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」

を「又は第３７条の８」に改める。

附則第２０条の２第４項を次のように改める。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分

の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前

項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限

り、適用する。

附則第２０条の３第４項を次のように改める。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分

の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前

項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限

り、適用する。

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度

分の」を「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書に

この項」を「確定申告書にこの項」に改め、「（条約適用配当等

申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると町長が認めるときを含む。）」を削る。

附則第２５条を削る。
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（広陵町税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 広陵町税条例の一部を改正する条例（令和３年１０月広陵

町条例第７号）の一部を次のように改正する。

第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除

く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１

６歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」

に改める。

附則第２条中「の規定中個人の町民税に関する部分」を「第２

４条第２項及び第３６条の３の３第１項並びに附則第５条第１項

の規定」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める日から施行する。

(1) 第１条中広陵町税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第

１項並びに第３６条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規

定並びに同条例附則第７条の３の２第１項及び第１７条の２第

３項の改正規定並びに同条例附則第２５条を削る改正規定並び

に第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則

第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日

(2) 第１条中広陵町税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条

の９第１項及び第２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２

項、第３６条の３第２項及び第３項並びに第５３条の７の改正

規定並びに同条例附則第１６条の３第２項、第２０条の２第４

項並びに第２０条の３第４項及び第６項の改正規定並びに第２

条（広陵町税条例の一部を改正する条例（令和３年１０月広陵

町条例第７号）附則第２条の改正規定に限る。）の規定並びに

附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日

(3) 第１条中広陵町税条例第１８条の４第１項及び第２項の改正

規定並びに次条の規定 令和６年４月１日
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（納税証明書に関する経過措置）

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の広陵町税条例第１

８条の４第１項及び第２項（地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げ

る規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による

証明書の交付について適用する。

（町民税に関する経過措置）

第３条 第１条の規定による改正後の広陵町税条例（次項において

「新条例」という。）第３６条の３の２第１項の規定は、附則第

１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項におい

て「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第３６条の

３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２

項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受け

るべき第１条の規定による改正前の広陵町税条例（次項において

「旧条例」という。）第３６条の３の２第１項に規定する給与に

ついて提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、

なお従前の例による。

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支

払を受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」と

いう。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定

する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公

的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定

する申告書については、なお従前の例による。

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の広陵町税条例の

規定中個人の町民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の

個人の町民税について適用し、令和５年度分までの個人の町民税

については、なお従前の例による。
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議 案 第 ６ ６ 号

広 陵 町 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に

つ い て

広 陵 町 立 学 校 設 置 条 例 （ 昭 和 ６ ２ 年 ９ 月 広 陵 町 条 例 第 ４

号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町立学校設置条例の一部を改正する条例

広陵町立学校設置条例（昭和６２年９月広陵町条例第４号）の一

部を次のように改正する。

第２条の表中広陵西幼稚園及び広陵西第二幼稚園の項を削る。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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議 案 第 ６ ７ 号

広 陵 町 立 体 育 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 立 体 育 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ５ ４ 年

３ 月 広 陵 町 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由



- 66 -



- 67 -

広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例

広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例（昭和５４年３月広

陵町条例第６号）の一部を次のように改正する。

第４条を次のように改める。

（開館時間）

第４条 体育館の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。

ただし、広陵町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必

要と認めるときは、これを変更することができる。

第９条を第１４条とする。

第８条中「第５条第１項」を「第１０条第１項」に、「第４条」

を「第８条」に改め、同条を第１３条とする。

第７条中「第５条第１項」を「第１０条第１項」に改め、同条を

第１２条とし、第６条を第１１条とし、第５条を第１０条とする。

第４条の次に次の５条を加える。

（休館日）

第５条 体育館の休館日は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定めるとおりとする。

(1) 広陵中央体育館 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という。）に当たるときは開館とし、その日後でその日に最も

近い休日でない日を休館とする。）及び１２月２８日から翌年

１月４日まで

(2) 前号に掲げる体育館以外の体育館 １２月２８日から翌年１

月４日まで
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２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認

めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めるこ

とができる。

（使用許可）

第６条 体育館を使用しようとする者又は団体は、あらかじめ教育

委員会の許可を受けなければならない。

２ 教育委員会は、体育館の使用を許可するときは、管理上必要な

条件を付すことができる。

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館

の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる

とき。

(2) 体育館の施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがある

と認められるとき。

(3) 広陵町暴力団排除条例（平成２３年１２月広陵町条例第８号）

第２条第１号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 同一の者又は団体が連続して４日以上体育館を使用すること

となるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

（使用許可の取消し等）

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使

用の許可を与えた後において当該許可を取り消し、又はその使用

を停止することができる。

(1) 前条第３項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 当該許可に係る利用の条件に違反したとき。
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（使用料）

第８条 第６条第１項の許可を受けた者又は団体（以下「使用者」

という。）は、別表第１から別表第３までに掲げる使用料（体育

館の空調設備の使用に係る費用並びに消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税を含む。以下「使用料」と

いう。）を当該許可を受けた際（別表第３に掲げる使用料につい

ては、同表に掲げる温水シャワーを使用する際）に納付しなけれ

ばならない。

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理

由があると認めたときは、この限りでない。

（使用料の減免）

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使

用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本町又は教育委員会若しくは広陵町スポーツ協会が主催する

行事のために使用するとき。

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第８条関係）

広陵町立体育館使用料金表

施設名 室名 １時間につき

広陵中央体育館 会議室 ２００円

格技場 ５００円

卓球室 １台２００円

アリーナ片面 ６００円

アリーナ全面 １，２００円

広陵東体育館 和室 ０円

アリーナ ６００円
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広陵西体育館 和室 ０円

アリーナ ６００円

広陵北体育館 和室 ０円

アリーナ ６００円

真美ヶ丘体育館 会議室 ２００円

和室 １５０円

アリーナ ６００円

備考

１ 使用者が次のいずれかに該当する場合のこの表に掲げる施

設の使用に係る使用料（以下「施設使用料」という。）の額

は、この表に掲げる額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額と

する。

(1) 次に掲げる者のみで構成されているとき。

ア 町内に住所を有する中学生以下の者

イ 町内に住所を有する６５歳以上の者

ウ 町内に住所を有する者であって、身体障害者福祉法

（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体

障害者手帳の交付を受けているもの、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けているもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１２条第１項に規定する児童相談所若しくは知的

障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１

項に規定する知的障害者更生相談所により知的障がいが

あると判定されたもの

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

２ 使用者が次のいずれかに該当する場合の施設使用料の額は、

無料とする。
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(1) 町内に住所を有する０歳から５歳までの子どもに対する

運動を通じた支援事業を行うために使用しようとするとき。

(2) 町内に住所を有する中学生以下の者のみで土曜日に使用

しようとするとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

３ 使用者に町内に住所を有する者、町内の事務所又は事業所

に勤務する者、町内に事業所を有する者及び当該事業所にお

ける事業に専従する者並びに町内の幼稚園、保育所若しくは

認定こども園又は学校に在籍する者以外の者が含まれる場合

の施設使用料の額は、教育委員会が認める場合及び別に定め

がある場合を除き、この表に掲げる額に１００分の２００を

乗じて得た額とする。この場合において、広陵東体育館の項、

広陵西体育館の項及び広陵北体育館の項中「０円」とあるの

は、「１００円」とする。

別表第２を削る。

別表第３中「第４条」を「第８条」に改め、同表を別表第２とす

る。

別表第４中「第４条」を「第８条」に改め、同表を別表第３とす

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の広陵町立体育館の設置及び管理に関す

る条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の体育館の使用について適用

し、施行日前の体育館の使用については、なお従前の例による。

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間における体育館の使用

に係る新条例別表第１の規定の適用については、同表備考に掲げ

る場合を除き、同表中「６００円」とあるのは「４００円」と、

「１，２００円」とあるのは「８００円」とする。
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議 案 第 ６ ８ 号

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ） は 、 次 に 定

め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５

３ ７ ， ８ ０ ０ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ １ ４ ， ２ ２ ６ ， ３ １ ３ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入

歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）

第 ２ 条 既 定 の 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ２ 表 地 方 債

補 正 」 に よ る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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第２表  地方債補正

１　　追　加

千円

２　　変　更

千円 千円

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内（た
だし、利率見
直し方式で借
り入れる政府
資金及び地方
公共団体金融
機構資金につ
いて利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

普通貸借又
は証券発行

3.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

同上 同上 同上 同上

 政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合はその債
権者との協定による。た
だし、財政の都合により
繰上償還又は低利に借換
えすることができる。

  政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合はその
債権者との協定に
よる。ただし、財
政の都合により繰
上償還又は低利に
借換えすることが
できる。

  政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合はその債権者と
の協定による。ただし、財政の都合によ
り繰上償還又は低利に借換えすることが
できる。

起債の
方  法

利  率

山 辺 ・ 県 北
西 部 広 域 環
境 衛 生 組 合
負 担 金

23,300 同上 28,200 同上

限度額限度額

償還の方法

400

3.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借
り入れる政府資金及
び地方公共団体金融
機構資金について利
率の見直しを行った
後においては、当該
見直し後の利率）

普通貸借又は証券
発行

起債の目的
償 還 の 方 法

補　　正　　後

利  率
起債の方

法

佐味田川浚渫事業

202,000 164,200

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率

補　　正　　前

臨時財政対策

償 還 の 方 法
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給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

１　　特   別   職

（単位  千円）

区　　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備考
（人）

9,281 9,224 43,681 4,718 48,399

報　　酬 給　料 期末手当 その他 計

25,176

68,530 15,688 84,218

その他 756 28,961 4,410

議　員 14 50,112 18,418

33,371 33,371

計 773 79,073 25,176 27,699 13,634 145,582 20,406 165,988

補
正
前

長　等 3 25,176 9,281

補
正
後

長　等 3

9,224 43,681 4,718 48,399

議　員 14 50,112 18,418 68,530 15,688 84,218

その他 756 28,961 4,410 33,371 33,371

計 773 79,073 25,176 27,699 13,634 145,582 20,406 165,988

比
較

長　等

議　員

その他

２　　一   般   職

（１）総　括 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

計

補　正　後 537 363,470 883,636 684,742 1,931,848 302,504 2,234,352

補　正　前 537 363,470 883,636 682,942 1,930,048 302,504 2,232,552

比　　　較 1,800 1,800 1,800

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 前 18,540 56,105 235,602 136,940 26,940

補 正 後 18,540 56,105 235,602 136,940 26,940

補 正 後 24,089 14,321 36 172,169

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

比    較 1,800

補 正 前 22,289 14,321 36 172,169
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

244,843 1,678,154

（単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　前 258 824,210 607,301 1,431,511 244,843 1,676,354

補　正　後 258 824,210 609,101 1,433,311

比　　　較 1,800 1,800 1,800

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 前 18,540 52,536 177,043 136,940 26,940

補 正 後 18,540 52,536 177,043 136,940 26,940

補 正 後 22,313 13,207 36 161,546

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

比    較 1,800

補 正 前 20,513 13,207 36 161,546

　イ　会計年度任用職員 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 279 363,470 59,426 75,641 498,537 57,661 556,198

補　正　前 279 363,470 59,426 75,641 498,537 57,661 556,198

比　　　較

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 後 3,569 58,559

補 正 前 3,569 58,559

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

補 正 前 1,776 1,114 10,623

補 正 後 1,776 1,114 10,623

比    較
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位  千円）

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説          明 備       考

報　　酬

制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分

給　　料

給与改定に
伴う増減分

その他の
増減分

その他の
増減分

1,800
新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業対応による増

（３）給料及び職員手当の状況

職員手当 1,800

給与改定に
伴う増減分

ア　職員一人当たり給与

　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　
一般事務
・技術職

技能労務職 特定任期付職員

令和４年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 280,200 264,300 －

平　均　年　齢　　（歳）

平 均 給 与 月 額 （円） 323,279 297,258 －

平　均　年　齢　　（歳） 39 59 －

高　　　校　　　卒 150,600 150,600

短　　　学　　　卒 163,100 163,100

39 58 －

イ　初任給
（円）

区　　　　　　　　分 一　般　事　務　・　技　術　職
国　　　の　　　制　　　度

一　　　　　般　　　　　職

令和３年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 280,019 262,200 －

平 均 給 与 月 額 （円） 323,306 278,932 －

大　　　学　　　卒 182,200 182,200
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

１級 合計

ウ　級別職員数

区             分
一     般　　事　　務　　・　　技　　術　　職

級 ７級 ６級 ５級

令和４年４月１日現在
職員数（人） 7 24 24 38

４級 ３級 ２級

60 48 54 255

構成比（％） 2.7 9.4 9.4 14.9

24 53 53 60 247

23.6 18.8 21.2 100

合計

21.5 24.3 100

区             分
技　　　　　能　　　　　労　　　　　務　　　　　職

級 ４級 ３級 ２級

構成比（％） 2.4 10.1 10.5 9.7 21.5
令和３年４月１日現在

職員数（人） 6 25 26

令和４年４月１日現在
職員数（人） 2

１級

2

構成比（％） 100

2

100

合計

100

区             分
特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

級 ５号 ４号 ３号

構成比（％） 100
令和３年４月１日現在

職員数（人） 2

令和４年４月１日現在
職員数（人）

２号 １号

構成比（％）

７　　　　　級 理事及び部長の職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹の職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任
教諭及び上席主任保育士の職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

構成比（％）
令和３年４月１日現在

職員数（人）

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士の職務

３　　　　　級 主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（特定任期付職員　　号別の標準的な職務内容）

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

７　　　　　級 理事及び部長に相当する職務

３　　　　　級 相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１　　　　　級 定型的な業務を行う職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹に相当する職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任
教諭及び上席主任保育士に相当する職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士に相当する職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

５　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務で重要なものに従事する場合

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する
場合

４　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務に従事する場合

３　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務
に従事する場合

２　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従
事する場合
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エ　昇給

カ　定年退職に係る退職手当

キ　地域手当

区     　　　　　　　分 合　　　　計
代 表 的 な 職 種

一般職 技能労務職

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 258 256 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 223 221 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 86.4 86.3 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 1 1

２号給（人） 20 18 2

５号給以上（人）

28 28

４号給（人） 174 174

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 258 256 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 223 221 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 86.4 86.3 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 1 1

２号給（人） 20 18 2

５号給（人）

28 28

４号給（人） 174 174

補 正 後 2.15 2.15 4.3 有

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

（月　分）
職制上の段階、職務の級
等による加算措置

備　考
６月(月分) １２月(月分)

国の制度 2.15 2.15 4.3 有

補 正 前 2.15 2.15 4.3 有

支 給 率 24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

区　　分
20年勤続の
者（月分）

25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

最高限度
（月分）

備考
その他の加算
措置等

支 給 率 （ ％ ） 6 20

支 給 対 象 職 員 数 （人） 257 1

区　　　　　　　　　　　　分 全職員

支 給 対 象 地 域 町内全域 東京都の特別区の区域

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

国の指定基準に基づく支給率
（ ％ ）

6 20
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ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

給料総額に対する比率（％） 0.002 0.002 －

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )
( 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 現 在 )

1.163 1.163 －

区　　　　分 全　　職　　種
代　表　的　な　職　種

一般職 技能労務職

住　　　居　　　手　　　当 同

通　　　勤　　　手　　　当 同

代表的な特殊勤務手当の名称
防疫作業従事手当
行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当
犬、猫等死体処理従事手当

区　　　　　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 　異 　の 　内 　容

扶　　　養　　　手　　　当 同
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議 案 第 ６ ９ 号

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）

令和４年度広陵町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、

次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 保 険 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ ３ ７ ， ７ ７ ７ 千 円 を 追 加 し 、 保 険 事 業 勘 定 の

歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ２ ， ７ ０ ７ ， ３ ７

７ 千 円 と し 、 既 定 の 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算

の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ９ ８ ３ 千 円 を 追 加 し 、 介 護 サ

ー ビ ス 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

１ ８ ， ９ ２ ７ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入

歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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第1表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

4 支払基金交付金 

千円 

706, 925 1, 

千円 

106 708, 

千円 

031 

1支払基金交付金 706, 925 1, 106 708, 031 

5 県支出金 397, 939 13, 844 411, 783 

1県負担金 382, 184 13, 844 396, 028 

9 繰越金 336 22, 827 23, 163 

1繰越金 336 22, 827 23, 163 

歳 入 	合 	計 2, 669, 600 37, 777 2, 707, 377 

IC014
テキスト ボックス
(保険事業勘定)
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歳 出 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

5 諸支出金 

千円 

678 30, 

千円 

091 30, 

千円 

769 

1償還金及び還付加算金 678 20, 988 21, 666 

2 繰出金 0 9, 103 9, 103 

7 基金積立金 0 7, 686 7, 686 

1基金積立金 0 7, 686 7, 686 

歳 出 	合 	計 2, 669, 600 37, 777 2, 707, 377 
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第1表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

2 繰越金 

千円 

0 

千円 

983 

千円 

983 

1繰越金 0 983 983 

歳 入 	合 計 17, 944 983 18, 927 

IC014
テキスト ボックス
(介護サービス事業勘定)
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歳 出 

款 項 補正前の予算額 補正予算額 計 

2 諸支出金 

千円 

0 

千円 

983 

千円 

983 

1繰出金 0 983 983 

歳 出 	合 計 17, 944 983 18, 927 
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歳入歳出補正予算事項別明細書 

1 総 括 

（歳 入） 

款 補正前の予算額 補正予算額 計 

4 支払基金交付金 706, 

千円 

925 1, 

千円 

106 708, 

千円 

031 

5 県支出金 397, 939 13, 844 411, 783 

9 繰越金 336 22, 827 23, 163 

歳 	入 合 計 2, 669, 600 37, 777 2, 707, 377 

IC014
テキスト ボックス
(保険事業勘定)
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（歳 出） 

款 補正前の予算額 補正予算額 計 

5 諸支出金 
r
f
6
 
L
J
 

8
  

コ
ー
 ”
ー
 
 

30, 

千円 

091 30, 

千円 

769 

7 基金積立金 0 7, 686 7, 686 

歳 出 合 計 2, 669, 600 37, 777 2, 707, 377 
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補 	正 予 算 	額 の 財 源 	内 訳 

特 	 定 財 源 
一 般 財 源 

国県支出金 地 方 債 そ の 他 

千円 千円 千円 千円 

30, 091 

7, 686 

37, 777 
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歳入歳出補正予算事項別明細書 

1 総 括 

（歳 入） 

款 補正前の予算額 補正予算額 計 

2 繰越金 

千円 

0 

コ
1
 8
  

ロ
J
 
n
'u
  

一
 

。

J
 
 

I
J
 3
  

コ
1
 8
  

一
 

。

J
 
 

歳 入 合 計 17, 944 983 18, 927 

IC014
テキスト ボックス
(介護サービス事業勘定)
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（歳 出） 

款 補正前の予算額 補正予算額 計 

2 諸支出金 

千円 

0 

ロ
J
 3
  

コ1
 
8
  

一
 
a
J
 
 

千円 

983 

歳 出 合 計 17, 944 983 18, 927 
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補 	正 予 算 	額 の 財 源 	内 訳 

特 	 定 財 源 
一 般 財 源 

国県支出金 地 方 債 そ の 他 

千円 千円 千円 千円 

983 

983 
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議 案 第 ７ ０ 号

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）

第 １ 条 令 和 ４ 年 度 広 陵 町 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）

は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 債 務 負 担 行 為 の 補 正 ）

第 ２ 条 予 算 第 ５ 条 の 表 中 「 ７ ６ ， ３ ６ ０ 千 円 」 を 「 ９ ０ ， ０ ０ ０ 千

円 」 に 改 め る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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（単位：千円）

左の財源内訳

令和４年度から
令和７年度まで

令和４年度から
令和７年度まで

－ 90,000 90,000

76,360－76,360 76,360－

債務負担行為に関する調書

期間 金額 期間 金額

（見込）額

当該年度以降の
支払義務発生予

定額区分

補正前

補正後

包括委託事業

給水収益

事項 限度額

前年度末までの
支払義務発生

90,000 －
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議 案 第 ７ １ 号

令和４年度広陵町下水道事業会計補正予算（第１号）

第 １ 条 令 和 ４ 年 度 広 陵 町 下 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 １

号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第２条 令和４年度広陵町下水道事業会計予算（以下「予算 」

と い う 。 ） 第 ４ 条 に 定 め た 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を

次 の と お り 補 正 す る 。

収 入 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 資 本 的 収 入 290, 8 4 2 1 0 , 0 0 0 3 0 0 , 8 4 2

第 ２ 項 企 業 債 154, 1 0 0 5 , 0 0 0 1 5 9 , 1 0 0

第 ４ 項 補 助 金 5,0 00 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0

支 出 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 資 本 的 支 出 604, 0 0 8 1 0 , 0 0 0 6 1 4 , 0 0 8

第 １ 項 建 設 改 良 費 48, 49 8 1 0 , 0 0 0 5 8 , 4 9 8

第 ３ 条 予 算 第 ５ 条 の 表 中 「 １ ６ ， ７ ０ ０ 千 円 」 を 「 ２ １ ，

７ ０ ０ 千 円 」 に 改 め る 。
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第 ４ 条 予 算 第 １ ０ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 債 務 負 担 行 為 ）

第 １ １ 条 債 務 負 担 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及

び 限 度 額 は 、 次 の と お り と 定 め る 。

事 項 期 間 限 度 額

箸尾準工業地域工場用地造成事業 令 和 ５ 年 度 ４０，０００千円

に 伴 う 下 水 道 管 渠 布 設 工 事
きよ

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
資 本 的
収 入 290,842 10,000 300,842

2 企 業 債 154,100 5,000 159,100

1 企 業 債 154,100 5,000 159,100

4 補 助 金 5,000 5,000 10,000

1 国庫補助金 5,000 5,000 10,000

既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
資 本 的
支 出 604,008 10,000 614,008

1 建設改良費 48,498 10,000 58,498

1 管路建設費 27,180 10,000 37,180

款 項 目

資本的収入
　（単位:千円）

款 項 目

１．令和４年度広陵町下水道事業会計補正予算（第１号）

実 　施 　計 　画

資本的支出
　（単位:千円）
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２．令和４年度広陵町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

(単位：千円)

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 125,905

　　　減価償却費 717,221

　　　固定資産除却費 1,000

　　　退職給付引当金の増加額 678

　　　賞与引当金の増加額 14

　　　貸倒引当金の増加額 64

　　　長期前受金戻入額 △527,913

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 69,759

　  　営業及び営業外未収金の減少額 80

　　　営業及び営業外未払金・未払費用の増加額 2,520

　　　その他流動資産の増加額 △7,109

　　　小計 382,219

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 △69,759

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー① 312,460

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　固定資産の取得による支出 △53,722

　　　国庫補助金による収入 10,000

　　　他会計補助金による収入 131,742

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー② 88,020

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 159,100

　　　建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出 △555,510

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 396,410

Ⅳ　現金預金の増加額④＝①＋②＋③ 4,070

Ⅴ　現金預金の期首残高 53,540

Ⅵ　現金預金の期末残高 57,610
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（単位：千円）

40,000 令和５年度 40,000 20,000 20,000

予定額

企業債

３．債務負担行為に関する調書

事項 限度額

前年度末までの 当該年度以降の
左の財源内訳支払義務発生 支払義務発生

（見込）額

箸尾準工業地域工場

用地造成事業に伴う

下水道管渠
　　　　　きょ

布設工事

期間 金額 期間 金額
国庫

補助金
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（単位：千円）

1

有 形 固 定 資 産

イ 構 築 物 18,141,460

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,988,880 14,152,580

ロ 機 械 及 び 装 置 92,504

減 価 償 却 累 計 額 △ 57,402 35,102

ハ 工具、器具及び備品 300

減 価 償 却 累 計 額 0 300

有 形 固 定 資 産 合 計 14,187,982

無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 692,393

無 形 固 定 資 産 合 計 692,393

固 定 資 産 合 計 14,880,375

２

現 金 預 金 57,610

未 収 金 36,818

貸 倒 引 当 金 △ 517 36,301

流 動 資 産 合 計 93,911

資 産 合 計 14,974,286

（単位：千円）

３

企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てる企業債 4,558,711 4,558,711

引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 17,164 17,164

固 定 負 債 合 計 4,575,875

４．令和４年度広陵町下水道事業予定貸借対照表

（令和５年３月３１日現在）

  資     産     の     部

固 定 資 産

（１）

（２）

流 動 資 産

（１）

（２）

  負     債     の     部

固 定 負 債

（１）

（２）
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４

企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てる企業債 528,475 528,475

未 払 金 32,656

引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 1,254 1,254

流 動 負 債 合 計 562,385

５

長 期 前 受 金 12,114,399

収 益 化 累 計 額 △ 3,225,262

繰 延 収 益 合 計 8,889,137

負 債 合 計 14,027,397

６ 666,406

７

利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 280,483

利 益 剰 余 金 合 計 280,483

剰 余 金 合 計 280,483

資 本 合 計 946,889

負 債 資 本 合 計 14,974,286

流 動 負 債

（１）

（２）

（３）

剰 余 金

（１）

繰 延 収 益

（１）

（２）

  資     本     の     部

資 本 金
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５．令和４年度広陵町下水道事業会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　実施計画明細書

資本的収入

１　資本的収入 290,842 10,000 300,842

２　企　業　債 154,100 5,000 159,100

１　企　業　債 154,100 5,000 159,100

４　補　助　金 5,000 5,000 10,000

１　国庫補助金 5,000 5,000 10,000

資本的支出

１　資本的支出 604,008 10,000 614,008

１　建設改良費 48,498 10,000 58,498

１　管路建設費 27,180 10,000 37,180

目 既決予定額 補正予定額 計

目 既決予定額 補正予定額 計

款

款 項

項
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（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

１　公共下水道 5,000 公共下水道建設事業債

　　建設事業債 （補正）21,700 －（当初）16,700 ＝ 5,000

１　国庫補助金 5,000 国庫補助金

（補正）10,000 －（当初）5,000 ＝ 5,000

（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

33　工事請負費 10,000 箸尾準工業地域工場用地造成事業に伴う下水道管渠布設工事
      きょ

（補正）37,180 －（当初）27,180 ＝ 10,000 

明　　　細

明　　　細
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注 記 

Ⅱ．予定貸借対照表等関連 

 １ 企業債の償還に係る一般会計の負担 

   貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に

償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は１，５２６，

１５６千円である。 

  




